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独立行政法人国民生活センター役員退職金に係る業績 
勘案率（案）について 

 
 
 

平成   年   月   日 
内閣府独立行政法人評価委員会 

 
 
 
 独立行政法人国民生活センターの退職役員に関する業績勘案率（案）については、以

下のとおりとする。 
 
 
 

理  事  川 本  敏   業績勘案率は１．０とする。 
 
 
 
 
（決定の方法） 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」（平成１７年８月

２３日内閣府独立行政法人評価委員会決定）に基づき決定 
 
（決定の理由） 

 平成 18 年 11 月 2 日開催の国民生活センター分科会において審議。 
業績勘案率（算定方法は別紙）１．０を基本とし、退職した役員の業績等について、法

人から説明を受け審議したところ、基準業績勘案率を変更すべき特段の事情はないと判

断し、業績勘案率（案）を「１．０」にすることに決定した。 
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（別紙） 

 

基準業績勘案率の算定 

 

１． 業績勘案率の算定期間 平成１６年 １月１日～平成１８年８月３１日 

   （役職在職期間 平成１５年１０月１日～平成１８年８月３１日） 

 

２． 算定方法 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」２．(1)に基づ

き、退職した役員が在職した各事業年度毎に基準値を決定し、各事業年度毎の在職月数

に応じて加重平均した値（小数点２位以下は四捨五入）を基準業績勘案率とした。 

 

(1) 各事業年度の基準値（川本理事の職責にかかる項目数により算定） 

①平成１５年度（Ｗ） 

  Ａ+      Ａ       Ｂ        Ｃ       Ｄ 

（０×５ + １３×４ + １×３ +  ０×２ + ０×１）／１４ ＝ ３．９ 

Ｗ＝１．０ 

②平成１６年度（Ｘ） 

  Ａ+      Ａ       Ｂ        Ｃ       Ｄ 

（０×５ + １６×４ + ０×３ + １×２ + ０×１）／１７ ＝ ３．９ 

Ｘ＝１．０ 

③平成１７年度（Ｙ） 

  Ａ+      Ａ       Ｂ        Ｃ       Ｄ 

（０×５ + １９×４ + １×３ + ０×２ + ０×１）／２０ ＝ ４．０ 

Ｙ＝１．０ 

④平成１８年度（Ｚ） 

（役員が在職した期間の法人の業務実績の状況、前年度の業務実績との比較などにより

分科会において決定） 

Ｚ＝１．０ 

 

（２）基準業績勘案率の算定 

（Ｗ×３月  + Ｘ×12 月  + Ｙ×12 月  + Ｚ×５月）／32 月 ＝基準業績勘案率 

（1.0×３月 + 1.0×12 月 + 1.0×12 月 + 1.0×5 月）／32 月 ＝１．０ 


